
学校生活のきまり

1. 登校・下校
(1) 登下校の際や学校内では「服装 ・ 頭髪等のきま

り」を守る。
(2) 生徒証• 生徒手帳は常に携帯する。

(3) 登下校に際しては，｝レ ー ルとマナ ー を守り， 事

故のないように心がける。

(4) 登校時刻 8 : 30までに教室に人る。

(5) 下校時刻 月曜日～金曜日は17: 00とする。

ただし， 自習室及び合格机で学習する生徒は19:

00とする。 部 ・ 同好会の活動時間は別に定める。

(6) 自転車通学を希望する者は， 許可申請書を提出

し， 購人したステッカ ー を所定の場所に貼る。

(7) 原付， オ ートバイ， 乗用車， 特定小型原動機付

自転車（電動キックボ ー ド）は， 通学ならびに学

校生活に関係のある場所では絶対に使用しない。

(8) 登校後は授業終了まで外出をしない。 ただし，

やむを得ない場合は学級担任を通じて所定の手続

きをとり許可を受ける。
(9) 休日・長期休業中の登下校については別に定め

る。
00) 自転車利用時は， ヘルメットを着用する。

⑪ イヤホン・スマホを使用しながらの運転はしな

しヽ。
2. 校内生活

(1) 集会・儀式等
集合， 解散， 整列は敏速かつ静粛に行う。

(2) 出欠席等
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ア 欠席 病気， 事故等で欠席するときは，「保
護者コミュニケ ー ションシステム」にて， 当日
8: 00までに連絡をする。

欠席が長期におよぶ場合は医師の証明（生徒
手帳所定の欄を利用してもよい）を添える。

イ 早退・欠課 事前に所定の手続により学級担
任等に願い1flて許可を受ける。

ウ 公認欠席 ・ 欠課 学校が認めた公式試合等の
出場， 進学・就職のための受験による欠席は，
他の欠席と区別して取り扱われるので， 事前に
担当教論， 学級担任を通じて， 所定の手続をと
り， 許可を受ける。

工 忌引 事前に保護者が学級担任に電話等で連
絡し， 事後所定の手続により学級担任に届け1fl
る。 遠隔地の場合は， 下記の忌引日数に加え，
往復の移動も忌引とすることができる。
忌引日数は次のとおり。

1親等••……• 7日以内
2親等……••• 3日以内
3親等•••……1日以内

オ 感染症等 本人， 家族または自分の住居付近
に感染症が発生したときは， ただちに学校， 保
健所へ電話で連絡し， 指示を受ける。

(3)所 持 品
ア 他人に迷惑がかかるものや授業に支障がある

もの， 学校生活に不要なものはもってこない。
イ 貴重品， 金銭は常に身につけておく。
ウ 拾得物， 遺失物， 盗難のあったときは， ただ

ちに職員室に届け出る。

- 13 -

！ 








	img20260616_10215888
	img20260616_10223742
	img20260616_10230823
	img20260616_10234174

